
 
資料２－５ 

特定個人情報保護評価の再実施について（国民年金） 

 

１ 事務の概要 

国民年金に関する事務は、国民年金法等の定めるところにより市町村で行うこととされ

ている法定受託事務と法定受託事務に付随する事務や相談等について、国と市町村の協力・

連携のもとに行っている協力・連携事務がある。 

 市町村の主な業務は、 

①資格届出・免除申請・年金請求等の窓口受付業務及び相談業務 

②日本年金機構への報告事務 

であり、届出等の審査・決定は日本年金機構が行っている。 

 

 業務実施にあたっては国民年金システム（千葉市が調達し管理するシステム端末）を使用

しており、市による情報連携は行っていない（特定個人情報による情報連携は日本年金機構

が行う）。 

 なお、特定個人情報を取り扱う届出書等は日本年金機構指定様式であり、記載項目が定め

られている。また、市から日本年金機構への届出書等の進達及び日本年金機構から市への処

理結果の電子媒体の送付に際しては、情報を暗号化するとともに、定期的に日本年金機構か

ら指定される暗証番号により情報の保護を図っている。 

 

２ 全項目評価書の主な内容変更点について 

（１）委託事項の追加 

本市が各区役所市民総合窓口課のバックヤード業務を集約処理するため設置している

区政事務センターについて、令和元年１１月より、従業員の従事契約を派遣から委託契約

に切り替えたことから、当該委託に関する事項を追記することとした。 

なお、国民年金業務においては、区役所市民総合窓口課において受付した書類の入力等

の事務作業を引き続き取り扱うこととなるが、特定個人情報を取り扱う業務環境は従前

と同様に庁舎内の執務室に限定されており、委託先の責任者が常時配置され業務の指揮

統括を行っている。 

 

（２）特定個人情報の移転に関する記載の削除 

平成２９年１月の組織改正により、それまで移転先であった市民課と国民年金事務を

行う保険年金課が市民総合窓口課に統合されたことに伴い、特定個人情報の移転がなく

なったため、削除して修正することとした。 


